
婚姻届の書き方と注意

一丁目 １

お持ちいただくもの

・婚姻届

・本人確認書類

（運転免許証、マイナンバーカードなど）

○住所異動（転居、転入など）が伴う場合は別途
手続きが必要です。

○訂正が必要なときは、再度お越しいただく場合が

あります。

○一方または双方が外国人の場合は、別途ご用意

いただく証明書類がありますので、詳しくは下記へ
お問合せください。

お問合せ

熊谷市役所 市民課戸籍係

０４８－５２４－１１１１

（内線 ２７０）

氏名の文字等は戸籍のとおりに書いてください。

婚姻と同時に転入または市内転居をする場合は新住所を書いてください。

戸籍のとおりに本籍地を書いてください。

夫と妻それぞれの実父母の氏名を書いてください。

夫婦は同一の氏を称することになります。夫か妻の氏いずれかを選んでください 。

同居前の世帯の仕事について該当する欄に✓ してください。

国勢調査の年のみ記入してください。

婚姻前の氏で必ず本人が署名してください。（押印は任意です。）

平日の昼間に連絡の取れる電話番号を書いてください。

成年者２名の署名が必要です。（押印は任意です。）

熊谷 武蔵

くまがや むさし

平成 ６ ７ ３１

埼玉県熊谷市

埼玉 さくら

さいたま さくら

平成 ６ ２ ２６

埼玉県熊谷市中曽根
○○ハイツ

２０３

熊谷 武蔵
くまがや むさし

埼玉県熊谷市宮町

熊谷 次郎

熊谷 次郎

富代 長

埼玉県熊谷市江南中央

埼玉県熊谷市弥藤吾

埼玉 さくら

さいたま さくら

埼玉 太郎

埼玉 太郎

ひばり 二

埼玉県熊谷市宮町 二丁目６４

熊谷 武蔵 埼玉 さくら

090 1234 5678

埼玉 ひばり熊谷 次郎

昭和３９ １ １５ 昭和４１ ４ ２０

埼玉県熊谷市宮町 埼玉県熊谷市弥藤吾

挙式前で同居していない場合は空欄にしてください。

✓✓

✓

✓

６５４ １

二丁目４７ １ ２４５０

二丁目４７ １

埼玉県熊谷市宮町

二丁目４７ １

２４５０

埼玉県熊谷市弥藤吾

２４５０

令和

令和

令和

令和

夫の氏

妻の氏妻の氏

夫の氏✓

✓

→ 夫が戸籍の筆頭者

→ 妻が戸籍の筆頭者

選んだ氏の人が筆頭者でない場合は夫婦で新しい戸籍を編製しますので、

希望の本籍地を書いてください。


